
質  問  書 
※ この MS-WORD文書のまま送付お願いいたします。（PDF等のフォーマットへ変換しないでください） 

2022年 8月 5日 

「 パキスタン国ハイバルパフトゥンハー州母子保健医療サービス機能強化にかかる情報収集・確認調査」 

 （公示日：2022年７月２７日／調達管理番号：22a00342）について、質問と回答は以下の通りです。 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 P7、第4条 調査実施の留意事項

（２）機材ニーズ 

対象病院への導入医療機材は、2021 年度に

実施した基礎調査結果を活用し、とあります

が、上記「2021 年度に実施した基礎調査結果」

の資料を配布して頂けますでしょうか？ 

「パキスタン・イスラム共和国ハイバル・パフトゥ

ンハー州社会サービスアクセス向上コミュニティ

基盤強化に係る情報収集・確認調査」の報告書

に関しては、以下のリンク先からご参照くださ

い。 

パキスタン・イスラム共和国 ハイバル・パフトゥ

ンハー州社会サービスアクセス向上コミュニティ

基盤強化に係る情報収集・確認調査ファイナル

レポート. - (jica.go.jp)  

2 P11. 第 5条 調査の内容 

10）ベースライン調査 

11 頁から 12 頁に亘り掲載されておりますベー

スライン調査項目のうち、2021 年に先行して実

施された「パキスタン・イスラム共和国ハイバ

ル・パフトゥンハー州社会サービスアクセス向上

コミュニティ基盤強化に係る情報収集・確認調

査」で収集された情報もあろうかと思います。本

件受注コンサルタントには、先行案件で収集済

のマンセラ県施設情報は共有いただけるものと

理解して宜しいでしょうか？加えて、 

質問「１」の回答をご参照ください。 

https://openjicareport.jica.go.jp/431/431/431_117_12369377.html
https://openjicareport.jica.go.jp/431/431/431_117_12369377.html
https://openjicareport.jica.go.jp/431/431/431_117_12369377.html
https://openjicareport.jica.go.jp/431/431/431_117_12369377.html


3 P20、２．業務実施上の条件、（３）

現地再委託 

以下の業務については、業務対象国・地域の現

地法人（ローカルコンサルタント等）への再委託

を認めます。  

 パイロット事業の計画・実施  

 調達支援  

とのことですが、本件に係る見積は別見積りの

リストに記載がないので、本見積に含めるとの

理解で宜しいでしょうか。 

ご理解のとおり、現地法人への再委託分は、本

見積に含まれます。 

4 P22、４．見積書作成に係る留意

事項 

航空賃の見積に関し、パキスタン国における到

着地拠点はイスラマバードとして宜しいでしょう

か。 

ご理解のとおりイスラマバードを想定しており

ます。 

 

5 P1. 3．競争に関する事項 

（4）契約履行期間（予定） 

・2022 年 9 月～2023 年 9 月までの履行期間

のなかで、ベースライン調査とパイロット事業、

事業の評価を実施することが想定されておりま

す。この履行期間について質問です。①2023

年 1 月にベースライン調査を終了した後、入札

図書を現地企業に配布してから応札札の作

成、供給業者の選定には最低 1.5ヶ月が必要と

なります。その後、機器の製造は半導体不足に

より超音波診断装置などは発注後 4～6 ヶ月、

日本あるいは第三国からパキスタンへの輸送

に 1.5 ヶ月程度が必要となります。また、パイロ

原則、パキスタン国内の業者を通じた機材の調

達を想定しており、このため、応札後、３か月程

度での機材納入を想定した工程としておりまし

た。ご指摘の通り、半導体不足等により在庫不

足や調達期間の長期化の可能性もあり、パイロ

ット事業にかかる十分な期間を保てない場合に

は、応札後の契約期間の延長や修正などは状

況を踏まえて検討されうると考えます。 



ット事業の評価を行なうには、エンドユーザーが

機器の操作を開始してから最低 2～3 ヶ月程度

経った後でないと評価が困難であると考えま

す。これらを集計しますと、業者選定から評価ま

で 9～12 ヶ月が必要となります。履行期間につ

いては、契約締結後、修正契約にて見直しを行

なうご想定でしょうか？ 

6 P15. 第 6条 報告書等 

（1）成果品・報告書等 

・質問 1 と関連しますが、成果品の 4）から 6）に

ついては、契約履行期限の延長に伴い提出時

期が変更になると理解して宜しいでしょうか？ご

確認いただけますと幸いです。 

ご理解のとおり、機材納入後の活動に関連する

成果品は、機材納入のタイミングに応じて履行

期限の延長も検討いたします。 

 

7 P20. 2. 業務実施上の条件 

（3）現地再委託 

・パイロット事業の計画・実施、並びに調達支援

について現地法人への再委託をお認め頂ける

とのことですが、人月としてどの程度の期間再

委託をご想定されているか、ご教示いただけま

すと幸いです。 

ローカルコンサルタント等への委託に関しては複

数名で概ね１８人月を想定しております。 

 

以 上 


